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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アマルガム球が３０～７０質量％の水銀含量を有するスズアマルガムを含有し、前記球
が、水銀とアマルガムを形成する金属粉末又は合金粉末でコーティングされていることを
特徴とする、蛍光ランプ用のアマルガム球。
【請求項２】
　前記粉末粒子が１００μm未満の粒径を有する、請求項１記載のアマルガム球。
【請求項３】
　金属粉末又は合金粉末が、スズ、亜鉛又はスズの合金もしくは亜鉛の合金からなる、請
求項２記載のアマルガム球。
【請求項４】
　アマルガム球がそれらの質量を基準として、１～１０質量％の量で金属粉末又は合金粉
末でコーティングされている、請求項３記載のアマルガム球。
【請求項５】
　アマルガム球が追加的に０．００１～１質量％の量の金属酸化物の粉末でコーティング
されている、請求項４記載のアマルガム球。
【請求項６】
　金属粉末又は合金粉末が、スズ又はスズ合金からなる、請求項５記載のアマルガム球。
【請求項７】
　金属粉末又は合金粉末が、スズと銀及び銅との合金からなる、請求項６記載のアマルガ
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ム球。
【請求項８】
　前記球が５０～２０００μmの直径を有する、請求項１から７までのいずれか１項記載
のアマルガム球。
【請求項９】
　請求項１から８までのいずれか１項記載のアマルガム球を製造するにあたり、
前記アマルガムを完全に溶融させ、溶融物を、前記アマルガムの凝固温度未満の温度を有
する冷却媒体中へ滴下し、引き続き、形成されたアマルガム球を冷却媒体から分離するこ
とを特徴とする、請求項１から８までのいずれか１項記載のアマルガム球の製造方法。
【請求項１０】
　冷却媒体として、鉱油、有機油又は合成油を使用する、請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　アマルガム球を、冷却媒体から分離した後に脱脂し、かつ、前記球の粘着がもはや確認
不可能になるまで、室温で絶えず転がしながら、水銀とアマルガムを形成する金属粉末又
は合金粉末でまぶす、請求項１０記載の方法。
【請求項１２】
　アマルガム球をさらなる工程において、絶えず転がしながら金属酸化物の粉末で追加的
にコーティングする、請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
　蛍光ランプを製造するために、請求項１から８までのいずれか１項記載のアマルガム球
を使用する方法。
【請求項１４】
　請求項１から８までのいずれか１項記載のアマルガム球を使用する、蛍光ランプの製造
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、現代的な省エネルギーランプ中へ水銀を導入するためのアマルガム球(Amalg
amkugeln)に関する。
【０００２】
　ＴＦＬ型（Tube Fluorescent Lamp, 管型蛍光ランプ）又はＣＦＬ型（Compact Fluores
cent Lamp, コンパクト型蛍光ランプ）の現代的な省エネルギーランプは、低圧気体放電
ランプに属する。これらは、水銀蒸気及びアルゴンの混合物が充填されており、かつ内部
が蛍光発光物質でコーティングされている気体放電バルブからなる。作動の際に放出され
る水銀の紫外放射は、発光物質コーティングにより蛍光を経て可視光へ変換される。前記
ランプは故に蛍光ランプとも呼ばれる。
【０００３】
　前記ランプの作動に必要とされる水銀は、以前は液体金属として気体放電バルブ中へ計
量供給されていた。しかしながら、久しい以前から、水銀をアマルガム球の形で気体放電
バルブ中へ導入することは知られている。このことは、有毒な水銀の取扱いを容易にし、
かつ前記計量供給の精度を高める。
【０００４】
　米国特許(US)第4,145,634号明細書には、インジウム３６原子％を有し、高い水銀含量
のために室温で既に高い液体割合を有するアマルガムペレットの使用が記載されている。
前記ペレットは、故に、これらが互いに接触している場合に粘着する(Verkleben)傾向が
ある。前記ペレットを粉末形の適した材料でコーティングすることによって、この粘着は
防止されることができる。安定な金属酸化物（酸化チタン、酸化ジルコニウム、二酸化ケ
イ素、酸化マグネシウム及び酸化アルミニウム）、グラファイト、ガラス粉末、蛍光体(P
hosphore)、ほう砂、酸化アンチモン並びに水銀とアマルガムを形成しない金属粉末（ア
ルミニウム、鉄及びクロム）が提案される。
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【０００５】
　国際公開(WO)第94/18692号には、水銀５～６０質量％、好ましくは４０～６０質量％を
有する亜鉛アマルガムからなるペレットの使用が記載されている。回転楕円体状のアマル
ガムペレットを製造するためには、米国特許(US)第4,216,178号明細書に記載された方法
が使用され、前記方法の場合に、溶融されたアマルガムは、振動のために刺激された流出
ノズルにより小さな液滴へ破壊され、かつ冷却媒体中で凝固温度未満に冷却される。前記
ペレットは、国際公開(WO)第94/18692号によれば、コーティングされない。
【０００６】
　前記溶融物からアマルガム球を製造するためには、前記アマルガムは、アマルガムが完
全に溶融している温度に加熱されなければならない。これは、亜鉛アマルガムの場合に、
４２０℃を上回る温度ではじめて確実に保証される。これらの高い加工温度は、それと結
び付いた水銀の高い蒸気圧のために、水銀の毒性に対する相応する安全予防措置を必要に
する。
【０００７】
　特開(JP)2000-251836号公報には、蛍光ランプを製造するために、スズアマルガムから
なるアマルガムペレットの使用が記載されている。前記スズアマルガムは好ましくは、９
０～８０：１０～２０のスズ／水銀原子比を有する低い水銀含量を有するに過ぎない。こ
れは１５．８～２９．７質量％の水銀含量に相当する。特開(JP)2000-251836号公報には
、どのように前記アマルガムから球状ペレットが製造されるかについては記載がなされて
いない。
【０００８】
　特開(JP)2000-251836号公報に記載されたスズアマルガムの場合に不利であるのは、低
い水銀含量である。このことは、特定量の水銀が放電ランプ中へ導入されるべき場合に、
相対的に大きなアマルガム球を必要にする。省エネルギーランプの場合にも一層小型化す
るためには、このことは前記ランプの構成及び製造の際の問題をまねきうる。
【０００９】
　故に、本発明の課題は、高い水銀含量を有し、かつヒトの健康を危険にさらすことなく
安全に貯蔵されることができ、かつ省エネルギーランプの製造の際に使用されることがで
きる、スズアマルガムからなるアマルガム球を提供することである。
【００１０】
　この課題は、３０～７０質量％の水銀含量を有するスズアマルガムからなるアマルガム
球によって解決される。好ましくは、前記アマルガム球は、３０～６０質量％及び特に４
０～５５質量％の水銀含量を有する。
【００１１】
　前記球は、欧州特許(EP-B1)第1381485号明細書に記載された方法に従って前記アマルガ
ムの溶融物から製造されることができる。このためには、完全に溶融された前記アマルガ
ムは、前記アマルガムの凝固温度を下回る温度を有する冷却媒体中へ滴下される。好まし
くは、前記冷却媒体の温度は、前記アマルガムの液相線温度を１０～２０℃下回る。この
場合に、スズアマルガムが２３０℃を下回る温度で既に完全に溶融することが有利である
。スズアマルガム球を製造する際の作業場安全性を保証するための費用は故に、亜鉛アマ
ルガム球の場合よりも明らかに低い。
【００１２】
　冷却媒体として、好ましくは鉱油、有機油又は合成油が使用される。シリコーン油が良
いことが判明している。冷却媒体中でアマルガム球を形成した後に、これらは冷却媒体か
ら分離され、かつ脱脂される。
【００１３】
　本発明の目的のためには、５０～２０００μm、好ましくは５００～１５００μmの直径
を有するアマルガム球が適している。
【００１４】
　こうして製造されたアマルガム球の表面上に液相が生じるので、それに対して措置が講
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じられない場合に、前記球が貯蔵及び取扱いの際に互いに粘着することが分かった。前記
粘着は、例えば、前記アマルガム球が８℃未満の温度で貯蔵され、かつ加工される場合に
、防止されることができる。前記貯蔵のためには－１８℃の温度が好ましい。
【００１５】
　前記アマルガム球の粘着する傾向は、脱脂された前記球が、水銀とアマルガムを形成す
る金属粉末又は合金粉末でコーティングされる場合に、大幅に阻止されることができる。
前記金属粉末のアマルガム化によって、前記球上で低い水銀含量を有する表面層が形成さ
れ、この層は前記アマルガム球の通常の加工温度で液相をもはや含有せず、ひいては未処
理の球に比較して粘着傾向を阻止する。
【００１６】
　前記コーティングに使用される金属粉末又は合金粉末は、１００μmよりも大きい粒径
を有する粒子を含有すべきではない。より大きな粒径を有する粒子は、不完全にのみアマ
ルガム化し、かつ前記球の粗い表面をまねき、これは前記球の計量供給を困難にする。好
ましくは、粉末粒子が８０μm未満の粒径を有する金属粉末又は合金粉末が使用される。
５～１５μmの平均粒子直径ｄ50を有する金属粉末又は合金粉末が特に好ましい。適した
金属として、スズ及び亜鉛又はスズの合金もしくは亜鉛の合金が判明している。スズ又は
スズ合金がその際に好ましい。良好な結果は、スズと銀及び銅との合金を用いて、特に合
金ＳｎＡｇ３Ｃｕ０．５を用いて得られた。
【００１７】
　前記アマルガム球を金属粉末又は合金粉末でコーティングするために、前記球は、例え
ば回転釜中に装入され、かつ、前記球の粘着がもはや確認不可能になるまで、絶えず転が
し(Umwaelzen)ながら金属粉末又は合金粉末でまぶされる(bestreut)ことができる。この
際に前記アマルガム球上に施与される金属粉末又は合金粉末の量は、前記アマルガム球の
質量を基準として１～１０質量％、好ましくは２～４質量％である。
【００１８】
　粘着傾向のさらなる減少は、前記アマルガム球が、金属粉末又は合金粉末でコーティン
グした後に、前記アマルガム球の質量を基準として、０．００１～１質量％、好ましくは
０．０１～０．５質量％の量で及び特に０．１質量％の量の金属酸化物の粉末で追加的に
コーティングされる場合に得られる。このためには、金属粉末又は合金粉末を施与する場
合とちょうど同じように行われることができる。このコーティングに適した金属酸化物は
、例えば酸化チタン、酸化ジルコニウム、酸化ケイ素及び酸化アルミニウムである。好ま
しくは、火炎熱分解により製造され、５μm未満、好ましくは１μm未満の平均粒度を有す
る酸化アルミニウムが使用される。
【００１９】
　施与された粉末層は、自動計量供給装置での前記アマルガム球の取扱適性を改善する。
そのような自動計量供給装置中に、前記アマルガム球は、これらが蛍光ランプ中へ充填さ
れる前に、室温で平均して３時間まで存在しうる。その際に、金属粉末又は合金粉末で及
び金属酸化物粉末でコーティングされたアマルガム球が、自動計量供給装置中での４０℃
までの温度での３時間の平均滞留期間を問題なく持ち堪えることが分かった。２つの層の
うち１つのみが施与される場合には、３時間の平均滞留期間が経過する前に既に、施与さ
れた層が時折剥がれることとなる。
【００２０】
　本発明をさらに説明するために、次の表が利用される。この表は、前記球の直径に応じ
た、スズアマルガム球の全質量（Ｓｎ＋Ｈｇ）及び水銀質量（Ｈｇ）及び２０～５０質量
％の水銀含量を有するスズアマルガムの計算値を示す。前記表中には、さらに、計算に使
用されたような多様なアマルガムの密度ρが記載されている。
【００２１】
　高い水銀含量を有するスズアマルガムの使用によって、同じ直径の球で、２０質量％の
みの低い水銀含量を有するスズアマルガムを用いるよりも明らかにより多くの水銀が気体
放電バルブ中へ導入されることができる。例えば、水銀５０質量％を有するＳｎＨｇ５０
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からなるアマルガム球は、水銀２０質量％のみを有するＳｎＨｇ２０からなるアマルガム
球の約三倍の質量の水銀を含有する。
【００２２】
　表：２０～５０質量％の水銀含量を有するスズアマルガム球の球直径に応じた全質量及
び水銀質量
【表１】



(6) JP 5193285 B2 2013.5.8

10

20

30

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｂ２２Ｆ   9/08     (2006.01)           Ｂ２２Ｆ   1/02    　　　Ｄ          　　　　　
   　　　　                                Ｂ２２Ｆ   9/08    　　　Ｃ          　　　　　
   　　　　                                Ｂ２２Ｆ   1/00    　　　Ｅ          　　　　　

(74)代理人  100112793
            弁理士　高橋　佳大
(74)代理人  100128679
            弁理士　星　公弘
(74)代理人  100135633
            弁理士　二宮　浩康
(74)代理人  100114890
            弁理士　アインゼル・フェリックス＝ラインハルト
(72)発明者  ゲオルク　プタシェク
            ドイツ連邦共和国　メルバッハ　マルステッター　シュトラーセ　１３
(72)発明者  カロジェロ　ディ　ヴィンチェンツォ
            ドイツ連邦共和国　ハナウ　リューベッカー　ヴェーク　８

    審査官  桐畑　幸▲廣▼

(56)参考文献  特開２００５－３１０５２５（ＪＰ，Ａ）
              特開平０７－１９２６８９（ＪＰ，Ａ）
              特開昭５５－０９５２５４（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H01J  61/28
              B22F   1/00
              B22F   1/02
              B22F   9/08
              C22C   7/00
              C22C  13/00


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	overflow

